
第2号様式(第７条関係)

20 年 月 日

〒

2024年4月時点

年

□ ⇐チェックをお願いします。

　　または同月内の入退会で在籍日数が15日以下のとき

姓 名

姓 名

❶ - -
❷ - -

下の子が保育園等に入園できなかったら　 □ 育休を延長する　   □ 育休を延長しない

下の子が保育園等に入園できなかったら　 □ 育休を延長する　   □ 育休を延長しない

（町田市記入欄）

障 アレ てん 熱性 生活 受付1 受付2 シス 確認 連絡 入会日 クラブ

  ▼ 児童１人につき１枚記入してください。　 申請をすることができるのは 小学校区の学童保育クラブです。

　□ 月の16日以降に入会する場合、もしくは月の15日以前に退会する

　□ 同一世帯で2人以上の児童が同時に在籍している

育

　

成

　

料

続　　柄

続　　柄

□父 　□母

□他（　　　 ）

□父 　□母

□他（　　　 ）

障 が い

支援級

氏  名

減

額

免

除

別 居・不 存 在の場合  □ 単身赴任    □ 死別・離別・未婚     □ 離婚前提別居（        　  年       月から）　□その他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↳「はい」の場合、２人目以降の申請は、下記の欄の記入を省略できます。

　□ 生活保護世帯、市区町村民税非課税世帯又は中国残留邦人等世帯

母

の

状

況

入会要件
 就　　労  ➽　□ 会社等で雇用　 □ 自営業（居宅外）   □ 自営業（居宅内）       □ 内職　　  □求職中

 就労以外  ➽　□負傷・疾病等　 □ 介護・看護　　　 □ 技術習得を目的とした通学            □ 出産

出産予定 　□ 有　→〔出産予定日：　　　　　　年　　　　月　　　　日〕

育 休 中

入会要件

住 所 地

 就　　労  ➽　□ 会社等で雇用　 □ 自営業（居宅外）   □ 自営業（居宅内）       □ 内職　　  □求職中

 就労以外  ➽　□負傷・疾病等　 □ 介護・看護　　　 □ 技術習得を目的とした通学

２　０　２　4　年　度　　町　田　市　学　童　保　育　ク　ラ　ブ　入　会　申　請　書
町田市長　様   学童保育クラブ入会につき、町田市学童保育クラブ設置条例第１０条第１項の規定により、次のとおり申請します。

保

　

護

　

者 電 話 番 号

（携帯電話も可）

 入会申請の内容について、わかる方の連絡先を記入してください。

　□自宅 　   □ 父携帯     □母携帯

　□他（　   　                  　  　）
　□自宅 　   □ 父携帯     □母携帯

　□他（　   　                  　  　）

フリガナ

氏　名

フリガナ

入 会 歴

ク ラ ブ

利用期間

フリガナ

町田市学童保育クラブ設置条例施行規則第１０条第３項の規定により、２０２４年度の学童保育クラブ育成料の減免を

申 請 し ま す

　□  新規 （誰も入会したことがない）／□ 本人が入会中・入会歴あり ／□ きょうだいのみ入会中・入会歴あり　

  □ ４月１日 から ３月３１日まで　／　□ 期間限定　　　 月　　 日から 　 　月　　  日まで

申請日 

育 休 中

入

会

す

る

児

童

父

の

状

況

 □ 単身赴任    □ 死別・離別・未婚     □ 離婚前提別居（        　  年       月から）　□その他別 居・不 存 在の場合

2024年1月1日時点 □町田市   □市外   □海外□町田市   □市外   □海外

学童保育クラブ 小 学 校 　 小学校

  □ 身体障害者手帳（  　）級　  □ 療育手帳（愛の手帳）(　  ）度　  □ 精神障害者保健福祉手帳（　  ）級

  □ 特別支援学級                         　□サポートルーム

2023年1月1日時点

住 所 地 2023年1月1日時点 □町田市   □市外   □海外 2024年1月1日時点 □町田市   □市外   □海外

 □ 転居・転入

     予定あり

 □ 通学区域緩和制度

　  申請中

 □ 高学年第2希望

　  の記入

　➜ 裏面①~③へ

住　所

氏　名

学

年

氏　名

申

請

者

　□ 均等割のみ課税されている世帯又は所得割額が313,000円未満の世帯

　

保

護

者

②

保

護

者

①

・

・

チェックがない場合は、

減免事由に該当していて

も減免は適用されません。

▼同時に複数の児童の申請をしますか ➜ □はい □いいえ 



➀  転居・転入の予定がある場合

20 年 月 日

20 年 月 日

　　　※市役所での住所異動の手続きが完了したときは、児童青少年課にご連絡ください。

② 通学区域緩和制度を申請中である場合

学童保育クラブ　 小学校

※小学校が決定したときは、児童青少年課にご連絡ください。

③  高学年児童であり、第１希望に入会できないときに第２希望クラブを選択する場合

学童保育クラブ　 小学校

※高学年児童は保育の優先度を判定し、優先度の高い方から順次入会となります。

■ 育成料（利用料金）の支払い方法について　　

・原則、口座の登録をお願いしています。新しく口座の登録をされた場合は、手続き完了するまでは

　納付書払いとなります。口座登録の方法については、入会要項をご覧ください。

・口座登録がない方は納付書払いとなります。

・きょうだい児が口座登録があった場合、その口座情報を引き継ぎます。

未記載の項目はありませんか？

未記載の項目はありませんか？

・よりよい保育環境を整え集団生活を円滑に行うために、個別支援が必要となる場合は小学校等の関係機関に情報提供を求め、ま

た、情報提供をすることがあります。

 　・不足書類・追加書類がある場合は、児童青少年課職員が電話連絡をすることがあります。

　郵送で申請する場合、申請に必要な書類の量で郵便料金が変わります。必ず料金を確認のうえ

不足の無いようにしてください （料金が不足すると受け取れません）。

・証明日と事業所名称等　　　　・月の勤務日数（12日以上必須）

・勤務時間（終業時間は必須）　・１週間の勤務時間数

・通勤時間（経路も含む）

・電話番号（携帯可）　　・希望利用期間　　・入会歴（過去にご利用はありますか）

・減免申請のチェック（チェックをしない場合は、所得等に関わらず、育成料が月額9,000円となります。）

・２０２４年度町田市学童保育クラブ入会申請書

・児童の健康・生活習慣確認シート  ※新規入会のみ

・保護者全員の要件が確認できる書類（就労証明書、診断書、手帳のコピー　等）

・その他、状況に応じて必要な書類

　就労証明書

　入会申請書

　申請に必要な書類はそろっていますか？

　郵便料金に不足はありませんか？

ク ラ ブ

第二

希望
ク ラ ブ

　高学年児童は、入会を希望する学童保育クラブを第２希望まで選べます。第１希望は、通っている小学校の学童保育クラブとなります。

小学校

小学校

下記の内容に不備があると、申請を受理できない場合があります。

入会申請に関する確認事項

・記入漏れや未提出の書類がある場合は受理できません。再度お確かめください。

転居・転入予定日

提出前にもう一度、ご確認ください！

新住所

〒

児童の生年月日

第二

希望

・就労証明書等入会要件の証明書類で要件を確認できない場合は、勤務先等に問い合わせることがあります。

チェックの書き方

良い例 ☑ ■


